
１.奈良県林業・木材産業振興プランの推進

林業の成長産業化と森林の環境面を重視した管理

「森林経営管理法」による森林資源の適切な管理の実効性を確保

２.施業放置林の解消に向けた取り組み

奈良県における取り組み

○奈良県では、「奈良県 林業・木材産業振興プラン」を策定。

【担当省庁】 総務省、林野庁

（１）「高級材のみを選んで出す林業」から「Ａ・Ｂ・Ｃ材全てを搬出して多用途に供給する
林業」への転換

（２）Ａ・Ｂ・Ｃ材全ての受け皿として競争力のある木材産業を構築

（３）県産材製品の流通拡大の実現
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国にお願いすること

【県担当部局】 農林部 林業振興課、奈良の木ブランド課、森林整備課

○ 造林補助金制度の見直し
助成単価設定に使用する資材費の採用方法について、
現行の前年度実績の最低価格から平均価格への見直し

○ 高性能林業機械等導入支援における採択要件の撤廃
意欲と能力のある林業経営体育成のため、高性能林業
機械等導入支援における全国一律の年間素材生産量の
要件の撤廃

○ 施設の整備、木造・木質化の補助の見直し
・ラミナ等製造ライン・木材乾燥施設の整備
・市町村の庁舎や商業施設の木造・木質化
に対し、財政支援

１.奈良県林業・木材産業興し推進への支援（農林水産省へ要望）

２.施業放置林の解消に向けた取り組みへの支援（総務省へ要望）

「森林経営管理法」による森林資源の適切な管理をより実効
性を持たせるために、

○森林所有者自ら経営管理する意向を示したにもかかわらず、

施業を放置した森林に対する、固定資産税等の重課制度の検
討（課税水準の引き上げ）


